












要約:全米学習障害合同委員会における学習障害の考えは当然のことながら教育上での学

習能力を問題にしている。神経学的、大脳病理学的立場を意識した DSM-III-R や ICD-10

の考えとはやや異なってくる。今回は、前者の立場、すなはち教育の立場から精神遅滞や

自閉症と明確に診断はされないが学習能力に障害があると考えられ小児神経外来を訪れた

患児を対象に、専門的な診察とスクリーニング程度の検査を行なった場合、神経学的な異

常はどの程度に発見されるか、その内容にはどんなものがあるかを検討した。過去 20 年

間、約 7000 名ほどの受診児中、そのような児は 127 名(約 1.8%)であった。医学的な立場

から異常のあった児は、発作がないにもかかわらず異常のみられた児(9.5%、n=12)、CT

で明らかな萎縮や嚢胞の見られた児(11.8%、n=15)、性染色体異常の発見された児(3.2%、

n=4)、多数のミルクコヒ一班のみられた児(3.2%、n=4)、シスチン尿症や高チロンジン血

症など代謝異常のみられた児(1.6%、n=2)などであった。彼らの学習障害の内容はどちら

かといえば特異性に欠ける学力低下の群であった。失語や失認といった認知障害や行為障

害が目立っている児もいたが、11 名(8.7%)とその割合は少なかった。学習障害を疾病の

立場からみる場合はより丁寧な大脳機能の検査を併用し、病態や対策を考えていく必要が

あろう。


